
鳥取県アドボキット派遣事業実施要領 

 

第１ 目的 

こどもの権利擁護については、こども基本法により、全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応

じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることとされており、発達

過程にあるこどものアドボカシーにおいては、こどもが自らの意思を表示し、意見として形成し、それを

表明して自己実現に向けて行動する過程を保障することが必要である。 

本事業は、社会的養護を必要とするこどもに対して、児童相談所や施設の職員以外の第三者と面談をす

る機会を保障し、こどもの意思表示や意見形成・表明に向けてのサポートをすることを目的として、意見

表明支援員（以下、「アドボキット」と言う。）を児童相談所等に派遣するとともに、アドボキットの活

動体制の整備と資質向上を行うことを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

 鳥取県（以下、「県」と言う。） 

 

第３ 事業内容 

 この要領に定める本事業は、次のとおりとする。 

 １ 児童相談所等へのアドボキットの派遣 

 ２ アドボキット連絡会の開催 

 ３ アドボキットスキルアップ研修への参加 

 

第４ 実施方法 

１ 児童相談所等へのアドボキットの派遣 

 （１）派遣について 

   県内の児童相談所、及び児童相談所が措置または一時保護を委託している児童福祉施設等にアド

ボキットを派遣する。アドボキットの派遣は県が調整し、対象児童は各児童相談所が児童の意向を確

認し決定する。 

 （２）アドボキットの業務 

  ア 児童相談所が一時保護を決定したこども（委託一時保護児童を含む）との面談 

  イ 児童相談所が措置の決定、変更、解除及び措置期間の更新を行うことを検討中のこどもとの面

談 

  ウ その他、アドボキットと面談を希望するこどもとの面談 

  エ 面談後、こどもに特別な配慮を要す場合は、こどもの同意のもとアドボキットから児童相談所

等職員に配慮事項を伝える。あるいは、児童相談所等にこどもとの面談を要請し、こどもが求め

る場合は同席する等により、こどもの意見表明を支援する。 

  オ 面談後、こどもの権利侵害が疑われる場合は、こどもの同意のもと、直ちに県に報告し、弁護

士による専門アドボキットに繋ぐ。 

 



 （３）謝金等について 

    県が派遣を依頼したアドボキットに、面談の実施時間に応じて謝金を支払う。 

    謝金単価は、１時間５，５００円とする。 

    交通費については実費を支払う。（自家用車の場合は、県の旅費規定に基づく単価とする。） 

 （４）こどもとの面談の進め方 

   ア アドボキットは児童相談所等で、こどもとの面談を実施する。 

   イ こどもとの面談時間は、面談を希望するこどもの人数等を勘案してアドボキットが決定する。

アドボキットは面談開始時に、こどもと面談時間の確認をする。 

 （５）こどもとの面談実施後の報告 

   アドボキットは、こどもとの面談終了後、県に別添様式（「活動報告書」）により報告する。 

 ２ アドボキット連絡会の開催 

   アドボキット連絡会を月１回程度開催する。（連絡会会場までの交通費の実費を支払う。自家用車

の場合は、県の旅費規定に基づく単価とする。） 

 ３ アドボキットスキルアップ研修への参加 

県に登録を行ったアドボキットは、県が実施するスキルアップ研修に参加し、アドボキット活動で

必要となるスキルの更なる向上を図るよう努める。 

 

 

附則 この要領は、令和５年６月１日から適用する。 

 



活動報告書 
 

活動日時 令和   年   月   日（    ）     時   分  ～   時   分 

アドボキット 

氏名  

派遣先 
□福祉相談センター  □倉吉児童相談所  □米子児童相談所 

□児童養護施設（            ） □その他（              ） 

対象児童 

 性 別  学 年 時 間 場 所 

１ 男・女 
□小学生（  年）□中学生（  年） 

□高校生（  年）□その他（  歳） 

時 分～  時 分 

（   分） 
 

２ 男・女 
□小学生（  年）□中学生（  年） 

□高校生（  年）□その他（  歳） 

時 分～  時 分 

（   分） 
 

３ 男・女 
□小学生（  年）□中学生（  年） 

□高校生（  年）□その他（  歳） 

時 分～  時 分 

（   分） 
 

活動内容  

児童の様子  

※活動推進のための報告書であり、児童相談所等と共有するものではありません。 


